
小田原市ＤＸ推進計画の改定に対する市民意見の募集結果について 

 

１ 意見募集の概要 

政策等の題名 小田原市ＤＸ推進計画の改定 

政策等の案の公表の日 令和８年１月 15 日（木） 

意見提出期間 令和８年１月 15 日（木）から２月 13 日（金）まで 

市民への周知方法 意見募集要項の配布（市内公共施設、ホームページ、政

策調整課窓口） 

２ 結果の概要 

  提出された意見は、次のとおりです。 

意見数（意見提出者数） 10 件 （２人） 

 インターネット            ２人 

 ファクシミリ            ０人 

 郵送            ０人 

 直接持参            ０人 
 

無効な意見提出            ０人 

３ 提出意見の内容 

  パブリックコメントで提出された意見の内容とそれに対する市の考え方は、次

のとおりです。 

 〈総括表〉 

区分 意見の考慮の結果 件  数 

Ａ 意見を踏まえ、政策等に反映したもの ０件 

Ｂ 意見の趣旨が既に政策等に反映されているもの ０件 

Ｃ 今後の検討のために参考とするもの ９件 

Ｄ その他（質問など） １件 

 

 

 



〈具体的な内容〉 

 (1) 計画全体に関する内容 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差

異を含む。） 

１ 本計画改定案では、（１）～（５）の重点施

策として、行政サービス改革、デジタルデバ

イド対策、データ利活用、デジタル人材の育

成・確保等が掲げられており、方向性として

は理解できる。一方で、全体を通して、先進

技術の導入や他自治体の取組事例が前面に

出ており、現在の小田原市の行政サービス

において、市民や現場が具体的に何に困っ

ているのかという課題起点での整理や、こ

れまでの取組に対する評価・フィードバッ

クが十分に示されていない点が気になる。 

Ｃ デジタル技術導入の際の

課題整理、実装後の評価

などにつきましては、デ

ジタル技術導入の判断や

最適な運用のために重要

であると考えておりま

す。 

今後、計画を大幅に改定

する際にこれらの視点に

ついても検討してまいり

ます。 

２ 行政サービス改革は、新しい技術を導入する

こと自体が目的ではなく、現行の制度・手続・

情報提供の中で生じている構造的な課題を解

消するための手段である。まず、どこに支障や

非効率が生じているのかを明確にし、その解

決策として必要な対策を検討した結果、デジ

タル技術が有効であれば導入する、という順

序が不可欠であると考える。  

Ｃ デジタル技術の導入は課

題解決の手段であること

を認識し、導入が目的化

しないように、導入に係

るプロセスを精査しなが

らデジタル化の取組を進

めてまいります。 

３ また、「誰一人取り残さない」という理念の重

要性には異論はないが、この考え方が、すべて

の市民を同一の手段に合わせる運用につなが

ると、かえって利便性が低下するおそれがあ

る。IT を活用できる市民にはデジタルの利便

性を十分に享受できる環境を提供し、IT の利

用が難しい市民には別途支援的な手段を用意

するという、複線型の行政サービス設計を明

確に位置づける必要があると考える。  

Ｃ デジタル化の推進と並行

し、デジタル機器の利用

に不慣れな方に対して、

デジタルデバイド対策を

実施するとともに、デジ

タル機器の利用状況に応

じた手法でサービスを受

けることのできるような

仕組みを構築することは

重要であると認識してお

ります。 

今後、計画を大幅に改定



する際にこれらの視点に

ついても検討してまいり

ます。 

４ 本計画改定案では、これまで実施してきた DX

関連施策や事業について、うまくいった点、課

題として残っている点、方向性の再検討が必

要な点といった評価やフィードバックが十分

に示されていないように見受けられる。公共

事業は一度始まると見直しや中止が難しくな

る性質を持つため、過去の取組を振り返り、学

びを整理した上で次の施策につなげていくこ

とが重要である。本計画においても、可能な範

囲で評価結果や課題認識を示し、それを踏ま

えた方向性を明確にすることで、計画の実効

性と市民への説明責任がより高まると考え

る。  

Ｃ デジタル技術導入の際の

課題整理や実装後のデジ

タルの取組に対する評価

を踏まえ、各事業の方向

性を明確にすることは重

要であると考えておりま

すが、本計画おいては個

別事業の進捗管理などは

実施していないため、今

後の計画の大幅な改定時

にそれらの視点について

も検討してまいります。 

(2) 基本理念と全体像に関する内容 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差

異を含む。） 

１ 市民向けデジタル施策における利用実感の向

上について  

市民意識調査において、行政サービスのデジ

タル化に対する満足度が低いことが示されて

いる点から、今後は施策の実施有無ではなく、

市民が「分かりやすく・使いやすい」と実感で

きる状態の実現が重要と考える。  

具体的には、申請・問い合わせ導線の整理、

FAQ・チャットボット等の精度向上、利用デ

ータに基づく継続的な改善など、運用フェー

ズでの改善活動をアジャイル・ガバナンスの

Ｃ デジタル技術の活用は市

民の利便性向上につなが

るものですが、実際に利用

して効果を実感していた

だくためには、運用時にお

いても操作画面やシステ

ムへの導線などを改善し、

より利用しやすいシステ

ムにしていく必要がある

と考えているため、今後の

事業展開の参考とさせて

いただきます。 



枠組みの中で継続することが有効と考える。  

２ パートナーシップ型ガバナンスの実効性確保

について  

民間活力の活用を実効的なものとするために

は、PoC や短期間・小規模な業務改善支援な

ど、行政側・民間側双方にとって着手しやすい

関与形態を複数用意することが重要と考え

る。計画の実行段階において、こうした柔軟な

関与スキームが整理されることを期待する。  

Ｃ デジタル技術の導入によ

る課題解決の取組におい

ては、行政と民間がお互

いの強みを生かして連携

することが重要であると

考えておりますので、今

後の事業展開の参考とさ

せていただきます。 

 

(3) 重点施策に関する内容 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差

異を含む。） 

１ デジタル人材の育成・確保については、目的と

して専門性の高い人材の確保が掲げられてい

る一方で、実行策は主として職員研修等にと

どまっているように見受けられる。高度な専

門人材を大量に確保することは現実的に難し

いとしても、人数は限定的であっても、システ

ム設計やデータ構造、外部事業者の提案を評

価・判断できる専門性を持つ人材を、行政内部

に専門職として確保する必要があるのではな

いかと考える。従来の専門職が建築・土木に偏

ってきたことを踏まえると、行政運営の基盤

が情報・デジタルに大きく依存する現在にお

いて、デジタル分野の専門性も不可欠な専門

職の一つとして位置づける視点が求められ

る。  

実際、自治体では、導入時点では要件を満たし

Ｃ デジタル人材の育成や確

保については、専門的な

知識を持つ人材の確保に

限らず、デジタル化によ

る業務改善の意識を持っ

た職員の育成も含め、重

要な事項であると認識し

ておりますので、今後の

デジタル人材に関する事

業展開の参考とさせてい

ただきます。 



ていても、運用開始後まもなく制度変更や業

務見直しに対応できず、拡張性のないシステ

ムを使い続けざるを得なくなっている例も少

なくないと感じている。こうした背景には、発

注・設計・評価段階における行政側の判断力不

足や、外部 CTO 等への過度な依存が影響して

いる可能性もあるのではないか。  

２ 行政業務 DX における定着・横展開の重要性

について  

重点施策「行政サービスの改革」において、

RPA 等の導入実績が示されているが、一般的

に行政 DX では、導入後の業務定着や効果検

証、他業務への横展開が十分に行われず、部分

最適に留まるケースが少なくない。  

そのため、業務整理（As-Is／To-Be）の明確化、

効果指標（時間削減、件数削減等）の設定、定

期的な改善・見直し、を一体的に行う「伴走型

の運用支援」を、計画上も意識的に位置づける

ことが有効と考える。  

Ｃ デジタル化の取組につい

ては、導入のみではなく、

効率的な運用や他業務へ

の展開などが重要な事項

であると認識しておりま

すので、今後の計画の大

幅な改定時にそれらの視

点についても検討してま

いります。 

 

(4) 具体的な事例に関する内容 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差

異を含む。） 

１ 複線型の行政サービス設計の必要性は、地域

における回覧板の運用にも当てはまると感じ

る。現在、町内会等では紙による回覧が前提と

なっているが、実際には回ってきた時点で情

報としての役割を果たしておらず、行事や申

込期限が既に過ぎていることも少なくない。

Ｃ 電子回覧については、複

数の単位自治会で、役員

の負担軽減や地域住民同

士の新たな繋がり等、目

的をもって進めていただ

いているところであり、

その効果を見極めながら

自治会総連合でも検討し



IT を活用できる住民にとっては、町内単位の

デジタル掲示板等により即時に情報が確認で

きる仕組みの方が合理的であり、一方で、IT

の利用が難しい住民に対しては紙による回覧

を継続するなど、情報提供手段を分けて設計

することが現実的であると考える。こうした

整理を行わなければ、比較的若い世代にとっ

て、地域活動や町内会への加入動機を失わせ

ている状況が続き、地域コミュニティの持続

性にも影響するおそれがある。  

てまいります。 

ご意見につきましては、

今後の事業展開の参考と

させていただきます。 

２ 行政サービス改革の具体例としては、情報公

開請求に対する回答の電子化を位置づけるこ

とが考えられる。現在は紙による交付が前提

となっており、1 枚ごとの費用負担や、分量が

多い場合に市民側でスキャン作業が必要とな

るなど、情報公開制度の利用意欲を下げる要

因となっている。電子的な方法による交付を

可能とすることは、市民の利便性向上にとど

まらず、行政の透明性を高め、公文書を市民の

共有財産として活用していく基盤づくりにも

つながると考える。  

Ｄ 情報公開請求に対する写

しの交付は、紙のほか電磁

的記録を保存した CD-R 等

による交付も行っており

ます。  

 

４ 提出意見と関係なく変更した点 

 文中の字句など、 全体を修正しています。 


